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ＪＲ四国労組「総合労働協約改訂等交渉妥結」 

 

ＪＲ四国労組は、８月 12 日に「総合労働協約改訂等」及び「準組合員（エキスパート

社員）の賃金引き上げ」、並びに「準組合員（契約社員）の賃金引き上げ」の要求を会社

へ提出以降、団体交渉を積み重ねてきたが、９月 24 日の第３回団体交渉で会社から以下

の回答を受けた。 

その後に開催した業務対策委員会で取扱いについて協議、会社を取り巻く状況は厳し

いものの、組合員の安心に繋がる改善が図られたと判断し、同 17 時に妥結した。 
 

●採用時サポート休暇の新設 

勤続４年に達するまでの社員に私傷病時に付与される有給休暇を新設 

●育児短時間勤務の適用条件拡大 

適用条件を「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員等」に拡大 

●保存休暇累積限度日数の拡大 

保存休暇の累積日数の限度を 30 日に拡大 

●り災休暇適用範囲の拡大 

父母、子、配偶者の父母が居住する家屋を新たに対象に追加 

●空調服貸与箇所の拡大 

空調服の貸与箇所に駅を追加 

●組合員の健康増進に係る福利厚生制度の新設 

ジェイアールグループ健康保険組合が禁煙支援のために設けている「禁煙サポート

プログラム」を利用した場合に１万円を上限とした費用の助成 

●準組合員（パートナー社員）の基本賃金上積み 

パートナー社員（事務職等、駅勤務者（事務））の基本賃金 1,650 円上積み 

●準組合員の育児・介護休職取得要件緩和 

取得要件から「引き続き雇用された期間が１年未満の契約社員を除く」を廃止 
 

 


